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１ .（ ５ ） ④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても 、 必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、 業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から 、 感染症若し く は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、 基本報酬を減算する。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・ 居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（ 新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（ 新設）

算定要件等

○ 以下の基準に適合していない場合（ 新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、 利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、 及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（ 業務継続計画） を策定するこ と
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるこ と

※ 令和７ 年３ 月31日までの間、 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ
ている場合には、 減算を適用しない。 訪問系サービス、 福祉用具貸与、 居宅介護支援については、 令和７ 年３ 月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １ 年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定さ れるよ う 、 事業所間の連携によ り 計画策定を行って差し
支えない旨を周知するこ と も含め、 小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り 組むほか、 介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、 事業所への働きかけを強化する。 また、
県別の計画策定状況を公表し、 指定権者による取組を促すと と も に、 業務継続計画を策定済みの施設・ 事業所につ
いても 、 地域の特性に合わせた実効的な内容と なるよ う 、 指定権者による継続的な指導を求める。

【 全サービス（ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を除く ） 】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、 ５ 単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なるこ と を踏まえ、 定率で設定。 なお、 その他サービスは、 所
定単位数から平均して７ 単位程度/（ 日・ 回） の減算と なる。
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１ .（ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（ 新設）

単位数

算定要件等

○ 身体的拘束等の適正化を図るため、 以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録するこ と
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ 月に１ 回以上開催すると と もに、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を図るこ と
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ と
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ と

〇 全ての施設・ 事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における取組事例
を周知するほか、 介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追
加する。 また、 指定権者に対して、 集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し 、 未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行う など、 身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求
める。

【 短期入所系サービス ★、 多機能系サービス ★】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービ
ス毎に基本サービス費や算定方式が異なること を踏まえ、 定率で設定。 なお、 短期入所系・ 多機能系サービスは所定単位
数から平均して９ 単位程度/日の減算と なる。
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【 短期入所療養介護★、 介護老人保健施設、 介護医療
院】

４ .（ １ ） ⑨ 多床室の室料負担

概要

○ 「 その他型」 及び「 療養型」 の介護老人保健施設並びに「 Ⅱ型」 の介護医療院について、 新たに室料負担（ 月額
８ 千円相当） を導入する。 【 告示改正】

単位数

算定要件等

○ 以下の多床室（ いずれも ８ ㎡/人以上に限る。 ） の入所者について、 基本報酬から 室料相当額を減算し、 利用者負
担を求めるこ と と する。 （ 新設）

• 「 その他型」 及び「 療養型」 の介護老人保健施設の多床室
• 「 Ⅱ型」 の介護医療院の多床室

○ ただし 、 基準費用額（ 居住費） を増額するこ と で、 利用者負担第１ ～３ 段階の者については、 補足給付により 利
用者負担を増加さ せない。

＜現行＞

なし

＜改定後＞
該当する施設の多床室について、 室料相当額減算と して▲26単位/日（ 新設）
該当する施設の多床室における基準費用額（ 居住費） について＋260円/日（ 新設）

【 短期入所療養介護、 介護老人保健施設、 介護医療院】
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参考 室料相当額控除について 

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サ

ービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年３月８日老企第 40 号厚生省老人保

健福祉局企画課長通知）（抄）】 

３ 短期入所療養介護費 

⒀ 室料相当額控除について

介護老人保健施設が行う短期入所療養介護に係る室料相当額の控除については６の ⑿ を、介護医療院が行う短期入所療養介護に

係る室料相当額の控除については８の ⒃を準用する。 

６ 介護保健施設サービス 

⑿ 室料相当額控除について

令和７年８月以降、次に掲げる要件に該当する場合、多床室の利用者に係る介護保健施設サービス費について、室料相当額を控除する

こととする。 

① 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計

については、内法による測定とすること。

② 令和７年８月から令和９年７月までの間は、令和６年度において、介護保健施設サービス費 (Ⅱ)、介護保健施設サービス費 (Ⅲ)又は

介護保健施設サービス費 (Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費 (Ⅰ)を算定した月より多い、つまり７か月以上であること。

令和９年８月以降は、算定日が属する計画期間の前の計画期間（算定日が計画期間の開始後 ４ 月以内の日である場合は、前の計画

期間の前の計画期間）の最終年度において、介護保健施設サービス費 (Ⅱ)、介護保健施設サービス費 (Ⅲ)又は介護保健施設サービ

ス費 (Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費 (Ⅰ)を算定した月より多いこと。具体的には、令和９年８月から令和 12 年７月

までの間は、令和８年度において、介護保健施設サービス費 (Ⅱ)、介護保健施設サービス費 (Ⅲ)又は介護保健施設サービス費 (Ⅳ)

を算定した月が、介護保健施設サービス費 (Ⅰ)を算定した月より多い、つまり７か月以上であること。

８ 介護医療院サービス 

⒃ 室料相当額控除について

令和７年８月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が ８ 以上である場合、多床室の利用者に係

るⅡ型介護医療院サービス費及びⅡ型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとする。なお、療養室に係る床面

積の合計については、内法による測定とすること。 




